
定期の予防接種（B類疾病）
種別 回数 備考

高齢者
インフルエンザ

1回

高齢者
肺炎球菌

1回
　これまでに23価肺炎球菌ワクチンを1回以上接種
したものは、当該予防接種を定期接種として受け
ることはできない。

※　予防接種通知時に、坂出市に住民登録のあるかたに個人通知を行います。

対象者

・65歳以上の者
・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、ま
たは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動
が極度に制限される程度の障がいを有する者およ
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生
活がほとんど不可能な程度の障がいを有する者

・65歳のかた
 ※ただし接種期間は65歳の誕生日の前日～66歳
　　の誕生日の前日まで

・60歳以上65歳未満の者であって、心臓，腎臓又は
呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極
度に制限される程度の障がいを有する者およびヒト
免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が
ほとんど不可能な程度の障がいを有する者

令和6年度予防接種対象者年齢表


